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新生児聴力検査費用一部助成について 
  

 

健康推進部健康づくり課 

伊勢崎市では、地域住民生活等支援のための交付金・地方創生先行型事業の一環として、平成

２７年度より新生児聴力検査費用の一部助成を開始します。 

 

 記 

 

１ 助 成 開 始 日   平成２７年４月１日（水） 

 

２ 助 成 目 的   生まれてくる赤ちゃん１，０００人のうち１～２人は、生まれつき耳

のきこえ（聴力）に障害があるといわれています。早期に検査を行い、

適切な治療と援助をすることが、赤ちゃんの言葉とこころの成長のた

めに重要です。 

任意検査として行われている聴力検査費用の一部助成を行うことによ

り、多くの赤ちゃんが検査を受けるよう支援します。 

 

３ 助 成 対 象 者 伊勢崎市に住所があり、平成２７年４月１日以降生まれで、原則生後

１か月以内に新生児聴力検査を受けた赤ちゃんの保護者 

 

４ 検 査 内 容   自動聴性脳幹反応検査（ＡＡＢＲ）、聴性脳幹反応検査（ＡＢＲ）、耳

音響放射検査（ＯＡＥ）、その他同等の性能を有する新生児聴力検査 

 

５ 助成回数・金額   １人につき１回、上限３，０００円 

（３，０００円に満たない場合はその額） 

 

６ 検査実施場所   産科医療機関等 

◇市内及び玉村町で実施した場合は、申請手続きは不要。 

◇上記以外で検査した場合は、実施後に申請が必要。 

◇検査機器のない医療機関で出産する場合は、別の医療機関で検査を

受けることも可能。 

 

 

 問い合わせ先  健康管理センター 堀越 ℡0270-23-6675  


